
令和５年５月 26日 

特別用途食品の許可について 

消費者庁では、本日、健康増進法第 43条第１項の規定に基づき特別用途食

品の表示許可を行いましたので公表いたします。 

今回許可を行ったのは、別紙の１件です。 

（参考） 

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復

等の特別の用途に適する旨を表示して販売される食品です。特別用途食品とし

て販売するためには、その表示について国の許可を受ける必要があります。 

詳しくは、「特別用途食品について」 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_

dietary_uses/ 

を御覧ください。 
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番
号

区分 商品名 申請者 法人番号 許可を受けた表示内容 許可番号

1 総合栄養食品 ペプタメン　プレビオ ネスレ日本株式会社 4140001033865
ペプタメン　プレビオは、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合
した総合栄養食品で、疾患などにより通常の食事で十分な栄養を摂ること
が困難な方に適しています。

第2023003号

（別紙）


